
お
知
ら
せ

募
集
し
ま
す

催
し
物

教
室
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

会
員
募
集

　
　
　
広
報
い
な
ざ
わ
の
各
記
事
に
掲
載
さ
れ
た

　
　
　
７
桁
の
ペ
ー
ジ
ID
番
号
を
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
「
ペ
ー
ジ
ID
検
索
」
に
入
力
す
る
と
、

該
当
す
る
記
事
の
詳
細
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

▲ 市公式 HP

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど

を
中
止
・
延
期
、
ま
た
は
内
容
を
一
部
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　最
新
情
報
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
す
る
か
、
各
担
当
課

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　　

 

１
０
０
６
２
９
６

　広報いなざわ　令和３年(2021年)３月号　 4

担
当
窓
口
を
変
更
し
ま
す

市
役
所
企
画
政
策
課

０
５
８
７(

32)

１
１
３
９

 

１
０
０
２
８
１
３

　
よ
り
効
率
的
か
つ
合
理
的
な
組

織
運
営
を
実
現
す
る
た
め
、
４
月

１
日
か
ら
変
更
し
ま
す
（
左
表
）。

業務内容
担当窓口

変更前 変更後
老人福祉施設への措置に関
する業務

高齢介護課

福祉課

寝たきり・ひとり暮らし老人
の福祉に関する業務
高齢者の相談に関する業務
法律・行政・人権・登記・
不動産相談に関する業務

市民課

助産の実施・母子保護の実
施に関する業務

子育て支援課
特別児童扶養手当に関する
業務
祖父江ふれあいの郷・平和ら
くらくプラザに関する業務

福祉課 高齢介護課

平和町農村環境改善センタ
ーに関する業務

農務課 生涯学習課

担当窓口の変更

75
歳
に
な
る
国
民
健
康
保
険

加
入
の
世
帯
主
の
方
へ

市
役
所
国
保
年
金
課

０
５
８
７(

32)

１
３
１
２

 

１
０
０
１
０
０
６

　
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
税
は

世
帯
主
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
世
帯

主
本
人
が
75
歳
と
な
り
、
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
た
と
き

国
民
健
康
保
険
運
営
の

適
正
化
に
ご
協
力
を

市
役
所
国
保
年
金
課

０
５
８
７(

32)

１
３
１
２

 

１
０
０
１
０
０
６

　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
で
、

社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い
る

方
の
収
入
で
生
計
を
維
持
し
て
い

る
方
は
、
社
会
保
険
な
ど
の
被
扶

養
者
に
認
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
該
当
す
る
場
合
は
扶
養
者

の
勤
務
先
で
認
定
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

● 

認
定
さ
れ
た
場
合
は
届
け
出
を

　
社
会
保
険
な
ど
の
被
扶
養
者
に

認
定
さ
れ
た
場
合
は
、
市
役
所
国

保
年
金
課
、
支
所
、
市
民
セ
ン
タ
ー

へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料

学
生
納
付
特
例
制
度

市
役
所
国
保
年
金
課

０
５
８
７(

32)

１
３
２
８

 

１
０
０
１
０
２
８

　
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る

こ
と
が
困
難
な
学
生
は
、
申
請
し

て
承
認
さ
れ
る
と
在
学
中
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

▼
対
象
年
度
　
令
和
３
年
度
▼
申

請
期
間
　
４
月
か
ら
随
時
▼
申
請

先
　
市
役
所
国
保
年
金
課
、
支
所

※ 

以
前
に
申
請
し
、
今
後
も
在
学

予
定
が
あ
る
方
に
は
日
本
年
金

機
構
か
ら
申
請
用
の
は
が
き
が

送
付
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

で
も
、
同
一
世
帯
に
国
保
の
加
入

者
が
い
る
場
合
は
、
世
帯
主
が
納

税
義
務
者
に
な
り
ま
す
。

　
令
和
３
年
度
に
75
歳
に
な
る
方

は
、
国
保
税
を
２
月
ま
で
特
別
徴

収
（
年
金
天
引
き
）
で
納
め
て
い

て
も
、４
月
か
ら
は
普
通
徴
収
（
納

付
書
払
い
ま
た
は
口
座
振
替
）
で

納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

弁
護
士
に
よ
る

債
務
者
無
料
相
談
会

市
役
所
国
保
年
金
課

０
５
８
７(

32)

１
３
１
２

 

１
０
０
６
２
２
４

▼
と
き
　
３
月
19
日

（金）
、
午
後
１

時
〜
４
時
　
※
相
談
は
１
人
40
分

程
度
▼
と
こ
ろ
　
市
役
所
第
７
会

議
室
▼
対
象
　
多
重
債
務
が
あ

り
、
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
支

払
い
に
困
っ
て
い
る
方
▼
定
員
　

４
人
（
先
着
順
）
▼
持
ち
物
　
印

鑑
▼
申
し
込
み
　
３
月
１
日

（月）
〜

15
日

（月）
に
、
市
役
所
国
保
年
金
課

へ
（
電
話
可
）

お
知
ら
せ

催
し
物

教
室
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

募
集
し
ま
す

会
員
募
集

　広報いなざわ　令和３年(2021年)３月号5

ご
寄
付
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

● 

小
学
校
で
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
対
策
の
た
め
に

　
㈱
義
津
屋
様
（
津
島
市
）　
　

　 

除
菌
用
ア
ル
コ
ー
ル

　
　

15
㌔
㌘
×
19
缶

　
　

20
㌔
㌘
×
４
缶

● 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策

の
た
め
に

　 

㈱
サ
ン
ク
レ
ド
様

　
（
東
緑
町
三
丁
目
）

　
　
オ
ゾ
ン
発
生
器
　
５
台

　
　
マ
ス
ク
　
１
２
０
０
０
枚

　
　
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド

　
　 

２
５
０
個

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧

固
定
資
産
課
税
台
帳
閲
覧

市
役
所
課
税
課

０
５
８
７(

32)

１
２
３
９

 

１
０
０
１
０
７
５

● 

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

の
縦
覧

　
納
税
者
が
、
自
分
の
土
地
や
家

屋
の
価
格
が
適
正
か
ど
う
か
を
他

の
土
地
や
家
屋
と
比
較
し
て
判
断

す
る
た
め
の
制
度
で
す
。

▼
縦
覧
期
間
　
４
月
１
日

（木）
~
30

日
（金）
▼
縦
覧
場
所
　
市
役
所
大
会

議
室
▼
縦
覧
で
き
る
方
　
納
税
者

お
よ
び
同
一
世
帯
の
親
族
、納
税
者

か
ら
委
任
を
受
け
た
代
理
人
な
ど

●
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　
自
己
所
有
資
産
の
課
税
内
容
を

確
認
で
き
ま
す
。
借
地
人
・
借
家

人
な
ど
も
、
一
定
の
要
件
を
満
た

せ
ば
閲
覧
で
き
ま
す
（
借
地
・
借

家
関
係
が
分
か
る
契
約
書
な
ど
が

必
要
）。

▼
閲
覧
開
始
日
　
４
月
12
日

（月）
▼

閲
覧
場
所
　
市
役
所
大
会
議
室
、

支
所
▼
閲
覧
で
き
る
方
　
納
税
義

務
者
お
よ
び
同
一
世
帯
の
親
族
、

納
税
義
務
者
か
ら
委
任
を
受
け
た

代
理
人
な
ど
▼
費
用
　
４
月
30
日

（金）
ま
で
は
無
料
。
そ
れ
以
降
は
１

不
動
産
鑑
定
士
に
よ
る

無
料
相
談
会

市
役
所
課
税
課

０
５
８
７(

32)

１
２
１
７

▼
と
き
　
４
月
10
日

（土）
、
午
前
10

時
~
午
後
４
時
▼
と
こ
ろ
　
勤
労

福
祉
会
館
第
１
会
議
室
▼
内
容
　

土
地
価
格
・
地
代
・
家
賃
・
借
地

権
・
相
続
時
の
土
地
の
分
割
・
不

動
産
の
有
効
活
用
に
対
す
る
ア
ド

バ
イ
ス
な
ど
▼
定
員
　

24
組
（
先

着
順
）
▼
申
し
込
み
　
３
月
１
日

（月）
~
４
月
７
日

（水）
に
（
公
社
）

愛
知
県
不
動
産
鑑
定
士
協
会（

０
５
２（
２
４
１
）６
６
３
６
）へ

住所を変更したときは届け出を 臨時休日窓口（年度末・年度始め）を
利用してください

　引っ越しで住所に変更があったときは住民異動届が必
要です。支所・市民センターでも手続きが可能です。 　休日受付窓口を臨時開設し、住民異動届の受け

付けなどを行います。
届 出 人　本人または世帯主

◎転入届（市外から稲沢市へ）
届出期間　転入した日から 14 日以内
持 ち 物　 前住所地で発行された転出証明書（マイナンバー

カードがある方は不要）、本人確認書類、印鑑 

◎転居届（市内での引っ越し）
届出期間　転居した日から 14 日以内
持 ち 物　 本人確認書類、印鑑

※ 転入・転居届の方はマイナンバーカード、住民基本台帳
カード、在留カード・特別永住者証明書も必要（持って
いる方のみ）

◎転出届（市外へ引っ越し）
届出期間　 転出予定日の 30 日前～転出した日から 14 日以内
持 ち 物　 本人確認書類、印鑑

問合先　 市役所市民課　 0587(32)1311

1000968

1000999

▼とき　 ３月 27 日 ( 土 )・４月３日 ( 土 )
　　　　午前９時～正午

▼ところ　市役所市民課

▼内容　転入・転居・転出などの住民異動届、異
動に伴う各種手続き（保険証を持参した方の子ど
も医療費・児童手当の受け付けなど）、住民票の
写し・戸籍関係の証明書・印鑑登録証明書などの
交付、印鑑登録申請、自動車臨時運行許可申請、
マイナンバーカードの交付（要予約）など　
※ マイナンバーカードを利用した住民異動届は受

け付けできません

枚
２
０
０
円
▼
そ
の
他
　
４
月
中

旬
に
送
付
予
定
の
﹁
令
和
３
年
度

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
納
税

通
知
書
﹂
に
は
﹁
課
税
明
細
書
﹂

が
添
付
し
て
あ
り
、
固
定
資
産
の

評
価
額
な
ど
を
確
認
で
き
ま
す

▼
持
ち
物
　
本
人
確
認
が
で
き

る
も
の
（
運
転
免
許
証
な
ど
）、

委
任
状
（
代
理
人
の
み
）

市
民
会
館
の
命
名
権
料
で

備
品
を
購
入
し
ま
し
た

市
役
所
生
涯
学
習
課

０
５
８
７(

32)

１
４
４
０  

 
１
０
０
６
２
２
９

　
市
で
は
市
民
会
館
の
愛
称
を

﹁
名
古
屋
文
理
大
学
文
化
フ
ォ
ー

ラ
ム
﹂
と
し
、
こ
の
命
名
権
料
を

施
設
の
運
営
に
使
用
し
、
備
品
を

購
入
し
ま
し
た
。

▼
購
入
備
品
　
携
帯
型
デ
ジ
タ
ル

簡
易
無
線
機
（
６
台
）、
指
揮
者

用
譜
面
台
（
１
台
）


